
仕 様 書 

 

１ 事業名称 

令和８年度「人権を考える区民のつどい」開催に伴う業務委託 

 

２ 事業目的 

すべての人々の人権が尊重され，相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するため、一人

ひとりが、人権の意義や価値についての理解を深め、すべての人の人権を尊重する態度や行動

を身につける人権啓発を推進する。 

 

３ 契約期間 

契約日～令和８年 12月４日（金）まで 

 

４ 事業概要 

外部講師による「人権」をテーマにした講演会の実施並びに広報用データの提供並びにチラ

シのデザイン印刷 

 (1) 講演会 

一人ひとりが、人権の意義や価値についての理解を深め、すべての人の人権を尊重する態

度や行動を身につける人権を啓発する講演会を開催。 

ア 月 日：令和８年 11月 28日（土） 

イ 時 間：午後２時 00分～４時 00分 (午後１時 30分開場) 

ウ 会 場：NORBDENCE福島区民センター・１階ホール（福島区吉野 3-17-23） 

エ 定 員：300人(予定) 

オ 参加費：無料 

カ 外部講師：岩崎 順子 氏（もしくは、藤原 和夫 氏 のいずれか） 

 (2) 当日用プログラム作成 

講演会当日に配布するプログラムを記載したチラシを作成。 

 (3) 広報用データ 

広報に用いる外部講師の肖像権の使用許可を得た写真データ並びにプロフィールデータの

提供。 

 (4) 広報用チラシ作成 

広報用のチラシを作成。 

 

５ 業務内容 

(1) 上記の「事業目的」及び「事業概要」に則った講演会を実施すること。 



(2) 外部講師のリハーサル等を含む講演料、飲料水購入費、交通費、また、舞台道具、音響・

照明機器等の調達、操作要員費等イベント時に必要な経費は受託者が負担すること。 

ア 外部講師との調整 

(ア) 外部講師と日程を調整すること。 

(イ) 外部講師と上記「事業目的」及び「事業概要」に則った講演内容について調整し、

必要な資材について準備すること。 

イ 障がいのある人への合理的配慮の提供 

受託者は、本業務が本市の事業を実施する事業者であることから、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）に基づき大阪市が定めた「大阪市

における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担

が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境

への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、

個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めな

ければならない。 

(ア) 手話通訳者 

司会・主催者あいさつ・講演等について、手話通訳者を配置し、外部講師の講話内

容等を的確に通訳できるよう、調整を行うこと。 

ウ 舞台道具、音響・照明機器等の調達 

講演会に必要な舞台道具、音響・照明機器等を調達すること。 

エ 舞台設営 

(ア) NORBDENCE福島区民センター・１階ホールを会場として使用すること。 

(イ) 講演会に必要な舞台道具、音響・照明機器等を設置すること。 

(ウ) 業務の円滑な運営を図るため、会場の使用にあたっては、事前に会場の管理者と連

絡調整を十分に行うとともに、会場の管理上の規定及び使用上の注意事項を遵守する

こと。 

オ 当日の事業運営 

(ア) 外部講師を講演会場まで案内すること。 

(イ) 外部講師の飲料水を購入すること。 

(ウ) 当日の事業プログラムを円滑に進行すること。 

(エ) プログラムの進行（舞台道具の設置、撤収並びに音響・照明機器等の操作を含む）

に必要な人員を配置すること。 

(オ) 参加者の受付、会場設営、会場誘導および司会の配置は主催者が行う。 

(カ) 舞台看板、案内板の表示物は主催者で作成する。 

カ 当日用チラシ（プログラム）の作成 



(ア) 外部講師のプロフィール及び講演会当日のプログラムが掲載されたチラシを作成す

ること。 

(イ) 仕様 

No 品名 規格 数量 単位 

１ 

チラシ 

（プログ

ラム） 

サイズ：Ａ４ 

印 刷：両面 

素 材：コート約 90kｇ 

表 面：カラー４色 

    講師イメージカット・プログラム 

裏 面：モノクロ 

    プロフィール 他 

300 枚 

(ウ) デザイン(案)： 表１案、裏 1案提出すること。 

(エ) 原稿：文字、写真(ワード･エクセル・PDF・JPEG等)、データ支給、編集業務あり 

(オ) 校正：２回（校了まで） 

(カ) 納期：令和８年９月 18日（金） 

(キ) 納品場所：福島区役所 5階 市民協働課（地域活動支援担当） 

キ 外部講師の写真等データ並びにプロフィールデータの提供 

広報に使用可能な外部講師の肖像権の使用許可を得た写真等データ並びにプロフィール

データを令和８年９月 18日（金）までに提供すること。 

ク 広報用チラシ作成 

(ア) 講演会の開催日時、開催場所、定員、参加費等を掲載した広報用チラシを作成する

こと。 

(イ) 仕様 

No 品名 規格 数量 単位 

１ チラシ 

サイズ：Ａ４ 

印 刷：片面 

素 材：コート約 90kｇ 

配 色：カラー４色 

内 容：開催日時・開催場所・プログラム 

会場地図・イメージカット 

班回覧枠なし

900 

班回覧あり 

2,050 

枚 

(ウ) デザイン(案)： ２案作成、提出すること。 

(エ) 原稿：文字、写真(ワード･エクセル・PDF・JPEG等)、データ支給、編集業務あり 

(オ) 校正：２回（校了まで） 

(カ) 納期：令和８年９月 18日（金） 

(キ) 納品場所：福島区役所 5階 市民協働課（地域活動支援担当） 

 

６ 事前打ち合わせ 

講演会当日を迎えるまでに、講演会全般に関して、福島区役所 市民協働課 地域活動支援

担当と打ち合わせをすること。(日程については後日調整する。) 



 

７ 業務の完了 

委託業務がすべて完了したときは、業務完了報告書を提出すること。 

 

８ 特記事項 

(1) 災害発生や暴風警報発令、感染症が流行している場合は本事業も中止となることから、そ

の場合は中止時点での出来高により支払いを行う。 

(2) 本仕様書に疑義が生じた場合は、協議のうえ解決する。 

 (3) 契約後の疑義は、すべて本市の解釈とする。 

 (4) すべての成果物（写真（未使用含む）、デザイン、コピー、企画案等）の使用権及び著作権

（著作権法第 21条から第 28条に規定する権利を含む）は、発注者に帰属するものとする。 

 (5) 搬入に際しては細心の注意を払い、建物等損傷を与えないこと。 

 (6) 大阪市グリーン調達方針に定める基準を満たすこと。 

 (7) 業務の一括再委託等を禁止する。 

 

９ 担当 

  福島区役所 市民協働課（地域活動支援） 

  （担当：藤林・森） 

  住所 大阪市福島区大開１丁目８番１号 

  （電話番号 6464-9743） 



  

 

 

再委託に関する特記事項 

 

１ 当該請負契約における次の各号に掲げるものを、受注者はこれを再委託することはできない。 

（１）委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託

にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者

の承諾を得なければならない。 

４ 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1項第 2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札

に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規

定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた場

合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ない

と発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したとき

は、この限りではない。 

５ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし

ておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければなら

ない。 

なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、

又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはな

らない。 

 



グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪

市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動

車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車

を使用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付するこ

と。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の

提示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

 

 

 

契約事務の適正化に関する特記仕様書 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の企画総務課（連絡

先０６－６４６４－９６２５）に報告しなければならない。 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境管理課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域

における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排

出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 

 



 


